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＜町内の催し＞　

　ハンギングとは､天井や壁面・ベランダの手すり
などに吊り掛け，植栽を楽しむものです。
■日時／ 11月13日(土)
　【午前の部】10時～正午   【午後の部】1時～3時
■場所／まつぶし緑の丘公園 管理センター
■定員／午前､午後の部　各25人(申込み順)
■費用／無料
■�その他／作品は公園内の展示場に展示し､お持ち
帰りはできません。また､汚れてもよい服装でご
参加ください。
■�申込み・問合せ／ 11月10日(水)までに電話で同
公園管理センター ( 991-1211)へ。

　「脳の病気」である認知症に関する正しい知識と､
認知症の方と接するときの心がまえを理解し､認知
症の方とその家族を応援する「認知症サポーター」
を養成する講座です。
■日時／ 11月20日(土)午後２時～４時
■�場所／ふれあいセンター「かがやき」
　1階世代間交流室
■内容／認知症の基礎知識､認知症サポーターとは。
■講師／松伏町キャラバン・メイト
■定員／ 20人(定員になり次第締切り)
■費用／無料
■�その他／受講者全員に認知症サポーターの証の
「オレンジリング」を配布します。
■�申込み・問合せ／ 11月5日(金)から電話で住民ほ
けん課( 991-1886)へ。

■日時／ 11月11日(木)午前９時30分～午後４時
■�場所／ふれあいセンター「かがやき」
■�内容／健康測定コーナー等。(医師による健康指
導､脳の健康測定あり)､認知症サポーター養成講
座､お年寄りの健康と食事に関する講座

■費用／無料

■問合せ／介護老人保健施設　なのはなの里
　 992-5511

“こどものもり”バザー
　日時／ 11月13日(土)午前10時～午後１時
　対象・定員／０～５歳児・定員なし
園庭で楽しく遊びましょう(園庭開放日)
　日時／ 11月17日(水)午前９時30分～11時
　対象・定員／０～５歳児・定員なし
一緒に遊びましょう
　日時／ 11月25日(木)午前９時30分～11時
　対象・定員／ 0～1歳児・親子7組､2歳児・親子7組
消火訓練に参加し消防士さんのお話を聞きましょう
　日時／ 11月30日(火)午前９時30分～11時
　対象・定員／３～５歳児・親子30組
■申込み・問合せ／電話でこどものもり( 991-
　4854)へ。

＜県内の催し＞　

■日時／ 11月14日(日)午前10時～午後４時
■�場所／中川水循環センター (埼玉県下水道公社中
川支社)
■�内容／下水道施設を開放し､探検ツアーを行いま
す。見学しながらスタンプを集め､クイズに答え
ると景品がもらえます。
■�問合せ／中川水循環センター 048-952-3351

■日時／ 11月21日(日)午前９時30分～午後３時
■�場所／東埼玉資源環境組合 第一工場敷地内
■�内容／情報提供コーナー ､見学会､お楽しみコー
ナー ､配布コーナー ､リユース展
■問合せ／東埼玉資源環境組合 計画課
　 048-966-0121
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TEL
第７回彩の国老健ひろば

第15回環境と情報の集い(リユースまつり)

ハンギング講座

認知症サポーター養成講座

県民の日 水循環センター探検ツアー
(下水道施設見学会)

催 し
認定こども園「こどものもり」
( まつぶし幼稚園・こどもの森保育園 )子育てサロン
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きをしてください。(期限を過ぎると､申請の翌月分
からの支給となります。)
■�手当額(月額)／監護・養育する子どもの数や受給
資格者の所得等により決まります。
　〔児童１人の場合〕41,720円～9,850円
　〔児童２人以上の加算額〕２人目：5,000円
      ３人目以降１人につき3,000円
　※ 所得制限について：資格のある方は､所得に関わ

らず申請できます。ただし､申請する方や同居
の扶養義務者(申請する方の直系血族､兄弟姉妹)
の所得により､手当の支給に制限があります。

■�問合せ／福祉健康課 991-1876

■�対象／次の全てに該当する方
　① 松伏町に住民登録又は外国人登録をしていて､

実際に町内に在住している保護者
　② 高等学校､大学､短期大学､高等専門学校及び専

修学校に進学する者の保護者
　③ 町県民税､固定資産税､軽自動車税及び国民健
康保険税を完納している方

　④ 日本政策金融公庫又は金融機関からの進学準
備資金の貸付けを受けている方

■利子補給額／支払利子の総額(上限5,000円)
■�申込み・問合せ／11月８日(月)～19日(金)までに
教育総務課( 991-1807)へ。

＜国のお知らせ＞

■�支給対象者／旧ソビエト連邦又はモンゴル国で
の強制抑留者で､平成22年6月16日において日本
国籍を有するご存命の方。
■�請求方法／平和祈念事業特別基金で各種手続きを
した方へ請求書類が送付されています。今まで手
続きをしていない方や転居して書類が届いていな
い方は､下記問合せ先より書類を取り寄せ､書面に
て請求してください。
■請求期限／平成24年3月31日(土)まで。 
■�問合せ・請求／独立行政法人平和祈念事業特別基
金 ナビダイヤル 0570-059-204
　(IP電話､PHSからは 03-5860-2748)　
　【受付時間】 平日 午前9時～午後6時

■日時・場所／11月15日(月)､16日(火)､18日(木)､
　 19日(金) 午前9時30分～午後3時45分・役場本庁

＜町の募集＞　　

　障がいに対する理解を深める作品展を開催する
ため､作品を募集します。　
■日時／ 12月１日(水)～10日(金)
■場所／役場本庁舎 １階ロビー　　
■�対象／身体障害者手帳､療育手帳､精神障害者保
健福祉手帳をお持ちの方。
■�内容／絵､書道､俳句､陶芸など。
■応募期間／ 11月15日(月)～26日(金)
■�問合せ／福祉健康課 991-1877 991-3600

＜町のお知らせ＞

　平成21年4月1日から平成22年3月31日までの期
間における公職選挙法第28条の4第7項及び公職選挙
法施行規則第3条の4の規定に基づく､選挙人名簿抄
本閲覧の状況について､閲覧はありませんでした。
■�問合せ／松伏町選挙管理委員会 991-1893

　12月10日(金)任期満了に伴う旭土地改良区総代
選挙を行います。
■立候補届出受付／ 11月17日(水)・18日(木)
　　　　　　　　　 午前８時30分～午後５時
■受付場所／松伏町選挙管理委員会(総務課内)
■投票日／ 11月24日(水)
■投票時間／午前9時～午後2時
■投票場所／役場第二庁舎 3階301会議室
■�問合せ／松伏町選挙管理委員会 991-1893

　ひとり親家庭に対する自立を支援するため､平成
22年8月分から父子家庭の父にも児童扶養手当が
支給されます。
　受給するためには､11月30日(火)までに申請手続
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お知らせ

進学準備資金の貸付けに利子補給を行います

シベリア戦後強制抑留者への特別給付金

選挙人名簿抄本閲覧状況の公表について

TEL

旭土地改良区総代選挙

地上デジタルテレビ放送個別相談会

父子家庭の皆様にも児童扶養手当が支給されます

募 集

障害者の日記念事業　
障がい者による作品展開催及び作品募集
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舎1階ロビー ､11月17日(水) 午前9時30分～午
後3時45分・いなげや松伏店
■�問合せ／総務省埼玉県テレビ受信者支援セン
ター (デジサポ埼玉相談会グループ) 048-
815-5820  URL�http://www.digisuppo.jp/

■�対象／ NHKの受信料が全額免除されていること
が前提で､生活保護などの公的扶助を受けている
等の世帯
■支援内容／簡易チューナー (1台)の無償給付等。
■申込期間／ 12月28日(火)まで。(消印有効)
■�問合せ／総務省 地デジチューナー支援実施セン
ター 0570-033840又は044-969-5425

　申請期限が12月17日(金)に迫っています。地下鉄
サリン事件などの被害に遭われた方は､電話でご相
談ください。
■�問合せ／埼玉県警察本部 犯罪被害者支援室 オウ
ム犯罪被害給付申請窓口
　フリーダイヤル 0120-006-932

＜その他のお知らせ＞

　住宅用火災警報器は､吉川松伏消防組合火災予防
条例で全ての住宅に設置が義務付けられています。
■�対象／住宅用火災警報器をお持ちか､又は購入予定
の方で､町内在住の次のいずれかに該当する世帯

　①おおむね65歳以上の高齢者のみが生活する世帯
　②障がい者のみが生活する世帯
　③母子家庭世帯
■受付期間／ 11月９日(火)～15日(月)
■受付時間／午前８時30分～午後５時
■取付期間／ 11月18日(木)～12月19日(日)
■�申込み・問合せ／吉川松伏消防組合 消防本部予防
課 048-982-3919

　「『消したかな』あなたを守る　合言葉」を統一
標語に､家庭や職場における安全の推進､防火安全
対策の徹底など､火災予防を呼びかけています。
■�問合せ／吉川松伏消防組合　消防本部予防課
　　　　　 048-982-3919

(平日のみ運行)

※ 下記の路線についても一部時刻変更を実施しま
すのでご注意ください。
　・ せんげん台駅～まつぶし緑の丘公園～松伏町役
場線

　・吉川駅北口～ゆめみ野東～エローラ線
■実施日／ 11月20日(土)～
■問合せ／茨城急行自動車株式会社　松伏営業所
　 992-0031

　青色申告をされている個人事業主の方に対して､
決算書の作成方法や作成に当たっての注意点など
を説明します。
■日時／ 12月２日(木)午後２時～４時
■場所／松伏町商工会館
■講師／税務署職員又は税務署が依頼した税理士
■問合せ／越谷税務署 048-965-8111

　越谷・松伏水道企業団が発注する物品､建設資材
等の納入を希望される方は､登録が必要となりま
す。今回の受付による有効期間は平成23年4月1日
から平成25年3月31日です。
■�対象業種／賃貸借業務､物品購入､印刷製本､業務
委託(工事関係を除く)､建設資材
■�受付期間及び申請方法／12月1日(水)～24日(金)
に申請書類を越谷・松伏水道企業団総務課庶務
係に郵送してください。詳しくは､企業団ホーム
ページの「申請の手引き」をご覧ください。
　【宛先】 〒343-8505 越谷市越ヶ谷三丁目５番22

号 越谷・松伏水道企業団 総務課 契約担当
■問合せ／越谷・松伏水道企業団　総務課庶務係
　 048-966-3931(内線255)

平成23・24年度物品購入等競争入札参加
資格登録を受け付けます

北越谷駅〜溜入下折返し系統を
まつぶし緑の丘公園まで延長運行します

平成22年分青色申告決算等説明会

秋の火災予防運動(11月９日〜15日)

オウム真理教犯罪被害者等給付金について

住宅用火災警報器の取り付けをお手伝いします

地上デジタル放送を受信するための簡易
チューナーの無償給付等の支援について

北 越 谷 駅 発  時 まつぶし緑の丘公園発
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